
行政組織の見直しに伴う関係規則の

整備に関する規則をここに公布する。 

 

令和６年３月２９日 

 

野田市長  鈴 木  有 

  

 

 



野田市規則第２６号 

 

   行政組織の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則 

 

 （野田市消防本部の組織及び事務分掌に関する規則の一部改正） 

第１条 野田市消防本部の組織及び事務分掌に関する規則（昭和４５年野田市

規則第１７号）の一部を次のように改正する。 

第９条第５項中「及び副主幹」を「、副主幹、主任主査及び主査」に改め

る。 

 （野田市公印規則の一部改正） 

第２条 野田市公印規則（昭和４６年野田市規則第１０号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第１企画財政部専用野田市長之印の項中「課長専決事項」の次に「（

野田市行政組織規則（昭和５４年野田市規則第２５号）第４条の２第２項に

規定する課に置く室にあっては、課内室長専決事項。以下同じ。）」を加え

る。 

 （野田市行政組織規則の一部改正） 

第３条 野田市行政組織規則（昭和５４年野田市規則第２５号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２条第２号中「。以下「法」という。」を削る。 

第４条の２第１項の表総務部の項中「庶務係 文書法規係 市民相談係」

を「市民相談・庶務係」に、「管財係 契約係」を「契約係 庁舎管理係」 

  「 

に、 営繕課 営繕係 施設管理係 市営住宅係  を 

  」 

「 

営繕課 

公共施設管理課 

営繕係 市営住宅係 

施設管理係 
 に改め、 

」 

同表都市部の項中「区画整理係 鉄道高架係」を「都市整備係」に改め、同



表福祉部の項中「保護一係 保護二係」を「保護係」に改め、同条第２項中 

「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次

の１項を加える。 

２ 前項に定めるもののほか、次の表の左欄に掲げる課に当該右欄に掲げる

室を置く。 

総務課 法務室 

 第４条の２に次の１項を加える。 

４ 第２項に定める課に置く室（以下「課内室」という。）の事務分掌は、

別表第１の２の２のとおりとする。 

 第８条第１項中「）を」の次に「、課内室に課内室長を」を、同条第５項

中「課等」の次に「及び課内室」を加える。 

 第９条の４第２項第４号中「課等及び」を「課等、課内室及び」に改める。 

 第１１条の２の次に次の１条を加える。 

（課内室長の職務） 

第１１条の３ 課内室長は、上司の指揮のもとに所属の主幹、副主幹、主任

主査及び主査を指揮督励し、所掌事務の掌理に任じ行政の円滑なる運営に

努めなければならない。 

２ 課内室長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。 

 (1) 常に所掌事務の執行状況を把握し、事務能率の向上を図ること。 

 (2) 別に定めるところにより、委任又は専決等の事務を執行すること。 

 第１４条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

６ 課内室に置く主幹、副主幹、主任主査及び主査は、課内室に配置された

職員と協力し、所掌事務に従事する。 

 第１６条中「本庁機関にあっては」の次に「ＰＲ推進室長、」を、「課長｣ 

の次に「（課内室にあっては課内室長）」を加える。 

別表第１の２中「第４条の２第２項」を「第４条の２第３項」に改め、同

表企画財政部の項企画調整課の目第５号中「庁議」を「市民の意識調査」に

改め、同目中第１１号を削り、第１２号を第１１号とし、第１３号から第１

７号までを１号ずつ繰り上げ、同表総務部の項総務課の目中第１０号から第

１４号までを削り、第１５号を第１０号とし、第１６号から第２１号までを



５号ずつ繰り上げ、第２２号を削り、第２３号を第１７号とし、第２４号か

ら第２９号までを６号ずつ繰り上げ、同項情報政策課の目中第８号を第９号

とし、第３号から第７号までを１号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の１号を

加える。 

３ 地域の情報政策に関すること。 

別表第１の２総務部の項管財課の目を次のように改める。 

管財課 １ 競争入札参加資格審査及び指名業者の選定に関す

ること。 

２ 工事請負等の入札契約に関すること。 

３ 物品需給に関すること。 

４ 物品の購入及び処分並びに共用物品の管理に関す

ること。 

５ 物品に係る資料の収集及び市場調査に関するこ

と。 

６ 公契約条例の施行に関すること。 

７ 公契約審議会に関すること。 

８ 庁内放送及び案内に関すること。 

９ 庁舎の管理及び警備に関すること。 

１０ 市の施設における電気工作物の工事、維持及び

運用の保安に関すること。 

１１ 各課の配置に関すること。 

１２ 共用バスの運転手の総括に関すること。 

１３ 庁用車両の整備管理及び安全運転に関するこ

と。 

１４ 共用車両の配車に関すること。 

１５ 公用車による事故の損害賠償に関すること。 
  

別表第１の２総務部の項営繕課の目中第２号から第６号までを削り、第７

号を第２号に、第８号を第３号に、第９号を第４号とし、同目の次に次のよ

うに加える。 



公共施設管理課 １ ファシリティマネジメント（市有建築物の管理、

保全及び活用の最適化をいう。）及び同マネジメン

トに基づく公共施設等の適正な維持管理に関するこ

と。 

２ 財産台帳の整備保管に関すること。 

３ 公有財産取得、管理及び処分の総括に関するこ

と。 

４ 公有財産の調査、登記及び登録に関すること。 

５ 公有財産の損害保険等に関すること。 

６ 普通財産（他部課所管を除く。）の取得、管理及

び処分に関すること。 

７ 借地契約の更新及び借地料の支払に関すること。 

８ 債権の管理に関すること。 
  

別表第１の２建設局の項都市部の目関宿地区土地区画整理事務所の節中第

１号及び第２号を削り、第３号を第１号とし、第４号から第６号までを２号

ずつ繰り上げ、同表福祉部の項生活支援課の目中第２２号を第２３号とし、

第１５号から第２１号までを１号ずつ繰り下げ、第１４号の次に次の１号を

加える。 

１５ 重層的支援体制整備事業に関すること。 

別表第１の２福祉部の項人権・男女共同参画推進課の目第１１号中「人権

施策推進協議会」を「野田市人権・男女共同参画推進審議会」に改め、同目

第１２号を削り、同表健康子ども部の項保健センターの目中第２７号を第２

８号とし、第１２号から第２６号までを１号ずつ繰り下げ、第１１号の次に

次の１号を加える。 

１２ 高齢者の医療の確保に関する法律による国民健康保険保健事業及び地

域支援事業の一体的実施に関すること。 

別表第１の２の次に次の１表を加える。 

 

 

 



別表第１の２の２（第４条の２第４項） 

課内室 事務分掌 

法務室 １ 庁議に関すること。 

２ 法令の調査研究及び法規集の整備に関すること。 

３ 条例、規則等の審査及び解釈運用に関すること。 

４ 訟務の総括に関すること。 

５ 固定資産評価審査委員会に関すること。 

６ 情報公開制度の運用に関すること。 

７ 個人情報保護制度の運用に関すること。 

８ 公告式に関すること。 



別表第３支所の項第３６号中「介護保険訪問調査員」を「介護認定調査員｣

に改める。 

別表第５関宿保健センターの項中第１５号を第１６号とし、第１０号から

第１４号までを１号ずつ繰り下げ、第９号の次に次の１号を加える。 

１０ 高齢者の医療の確保に関する法律による国民健康保険保健事業及び地

域支援事業の一体的実施に関すること。 

 （野田市会計事務規則の一部改正） 

第４条 野田市会計事務規則（平成２５年野田市規則第１９号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２条第２号中「センター長」の次に「、課内室長」を加える。 

別表ＰＲ推進室の項中 

「 

ＰＲ推進室 ＰＲ

推進

室長 

税外収入金

等の収納 

ＰＲ推進室

に勤務する

職員 

出納員が

委任する

事務 

 を 

」 

「 

市政推進室 市政

推進

室長 

税外収入金

等の収納 

市政推進室

に勤務する

職員 

出納員が

委任する

事務 
に改め、 

ＰＲ推進室 ＰＲ

推進

室長 

 ＰＲ推進室

に勤務する

職員 

 

」 

同表総務部の項中 

「 

総務課 課長 税外収入金

等の収納 

総務課に勤

務する職員 

 
 を 

」 

 



「 

総務課 課長 税外収入金

等の収納 

総務課に勤

務する職員 

 

に、同項中 法務課法務室 課内

室長 

 総務課法務

室に勤務す

る職員 

 

」 

「 

営繕課 課長  営繕課に勤

務する職員 

 
を 

」 

「 

営繕課 課長  営繕課に勤

務する職員 

 

 に改める。 公共施設管理

課 

課長  公共施設管

理課に勤務

する職員 

 

」 

 （野田市物品管理規則の一部改正） 

第５条 野田市物品管理規則（平成２５年野田市規則第２０号）の一部を次の

ように改正する。 

  目次中「所管換え等」を「所属換え等」に改める。 

  第２条第２号ア中「事務所」の次に「、同条第２項に規定する課に置く室」

を加える。 

  第２５条第２項中「第４節」を「前節」に改める。 

  第３２条第２号及び第４号中「前項」を「前号」に改める。 

 （野田市契約事務規則の一部改正） 

第６条 野田市契約事務規則（平成２５年野田市規則第２１号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２条第４号ア中「事務所」の次に「、同条第２項に規定する課に置く室」



を加える。 

（野田市行政文書管理規則の一部改正） 

第７条 野田市行政文書管理規則（令和６年野田市規則第１号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２条第３号中「課等」の次に「、課内室」を加える。 

 附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 


